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第３節 保健・医療・福祉の情報提供の推進

１ 医療機能情報提供制度

【現状と課題】

医療機関を受診する際には、受診したい診療科目のある医療機関の場所、診療時間などの情報が必

要になります。また、休日や夜間のケガや急病の際には、早急に診療が可能な医療機関の情報が必要

になってきます。

これまで、医療機関の診療科名・病床数・従事者数・診療日・診療内容などの情報については、「あ

おもり病院・診療所ネットガイド」により県民に情報提供していますが、平成１８年６月の医療法等

改正で、医療機関の広告規制が大幅に緩和されるとともに、住民・患者による医療機関の適切な選択

を支援することを目的に医療機能情報提供制度が創設（医療法第６条の３）され、従来に比べ多くの

情報を提供することが可能となりました。

医療機関に関する正確で詳しい情報を容易に得られるように提供することが必要となっています。

＜参 考＞

○医療機能情報提供制度について

（国の「医療機能情報提供制度実施要領」から抜粋）

１ 目 的

病院、診療所及び助産所（以下、「医療機関」という。）に対し、当該医療機関の有する

医療機能に関する情報（以下、「医療機能情報」という。）について、都道府県への報告を

義務づけ、都道府県知事は報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供する

ことにより、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的とする。

２ 情報の性格

本制度は、病院等が自らの責任において医療機能情報を都道府県知事に対して報告し、報

告を受けた都道府県知事は、基本的に当該医療機能情報をそのまま公表するものである。

そのため、病院等は、提供する医療について正確かつ適切な情報を報告するとともに、報

告した情報に関して住民・患者からの相談等に適切に応じるよう努めなければならない。ま

た、身近なかかりつけ医も、住民・患者からの相談等があった場合は、適切に応じるよう努

めなければならない。

（以下、省略）

（※薬局に関する実施要領は省略）

【目 標】

住民・患者、医療関係者が必要なときに必要な医療機能情報を得られる環境づくりを進めます。
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【施策の方向と主な施策】

（１）医療を受ける者に対する必要な医療機能情報提供の推進

① 県のホームページで公開している「あおもり病院・診療所ネットガイド」により県民に提供

している医療機能情報について、医療機能情報提供制度に基づき、さらに多くの医療機能情報

（一定の検索機能を有する）を、平成２０年度中に公表します。（県）

※ 名称は「あおもり病院・診療所ネットガイド」から変更となる可能性があります。

② インターネットを使用できない環境にある住民・患者についても医療機能情報を確認できる

よう、県医療薬務課及び県保健所において紙媒体等により閲覧できるようにします。（県）

③ 病院、診療所、助産所又は薬局は、医療を受ける者が必要な情報を得られるよう、県に報告

した医療機能情報を閲覧できるようにします。（医療機関等）

【用語説明】

＜あおもり病院・診療所ネットガイド＞

県内の医療機関に関する基礎情報をインターネット上に掲載し、県民に情報提供を図るシステム。

＜医療機能情報提供制度＞

医療機関等の管理者に対し医療機能に関する一定の情報を都道府県へ報告することを義務づけ、

都道府県は報告を受けた一定の情報を比較可能な形に整理し、インターネットなどにより、住民・

患者が利用しやすい形で提供する制度。

提供される情報の内容は、診療科目等の基本情報から疾患ごとの手術件数、差額ベッド代等の費

用まで幅広いものとなっています。

＜医療機関の広告規制の緩和＞

従来、医療法では、広告できる事項を個別に列挙する方式を採ってきましたが、平成１８年６月

の医療法改正で、「○○に関する事項」のように包括的に規定する方式に改め、客観的事実につい

て広告可能な内容を拡大しています。
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【医療機能情報提供制度に基づく公表内容】

(病院、一般診療所、歯科診療所、助産所）

病 一 歯 助
般 科 産

項 目 詳 細 院 診 診 所
療 療
所 所

１．管理・運営・体制に関する事項

(1)基本情報

１ 医療機関等の名称 ○ ○ ○ ○
２ 医療機関等の開設者 ○ ○ ○ ○
３ 医療機関等の管理者 ○ ○ ○ ○
４ 医療機関等の所在地 ○ ○ ○ ○
５ 住民案内用電話番号・FAX番号 ○ ○ ○ ○
６ 診療科目 ○ ○ ○
７ 診療科目別の診療日（助産所は就業日） ○ ○ ○ ○
８ 診療科目別の診療時間（助産所は就業時間） ○ ○ ○ ○
９ 病床種別及び届出・許可病床数 ○ ○

(2)医療機関へのアクセス

1０ 医療機関等までの主な利用交通手段 ○ ○ ○ ○
1１ 医療機関の駐車場 (1)駐車場の有無 ○ ○ ○ ○

(2)駐車台数 ○ ○ ○ ○
(3)有料又は無料の別 ○ ○ ○ ○

1２ 案内用のホームページアドレス ○ ○ ○ ○
1３ 案内用電子メールアドレス ○ ○ ○ ○
1４ 診療科目別の外来受付時間 ○ ○ ○ ○
1５ 予約診療の有無 ○ ○ ○ ○
1６ 助産所の業務形態 ○
1７ 時間外における対応 ○ ○ ○
1８ 面会の日及び時間帯 ○ ○ ○
(3)院内サービス・アメニティ

1９ 院内処方の有無 ○ ○ ○
２０ 対応することができる外国語の種類 ○ ○ ○ ○
２１ 障害者に対するサービス内容 ○ ○ ○ ○
２２ 車椅子利用者に対するサービス内容 ○ ○ ○ ○
２３ 受動喫煙を防止するための措置 ○ ○ ○ ○
２４ 医療に関する相談に対する体制の状況 (1)医療に関する相談窓口の有無 ○

(2)相談員の人数 ○ ○ ○
２５ 入院食の提供方法 ○
２６ 病院内の売店又は食堂（外来者が使用できるものに限 ○

る。）の有無

(4)費用負担等

２７ 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院 ○ ○ ○
の種類

２８ 選定療養 (1)「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料 ○ ○
が発生する病床数及び金額

(2)「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴 ○ ○
収の有無及び金額

(3)「保険医療機関が表示する診療時間以外の ○ ○
時間における診察」に係る特別の料金の徴収の

有無及び金額

(4)「病床数が２００以上の病院について受けた ○
初診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金

額

(5)「病床数が２００以上の病院について受けた ○
再診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金

額

２９ 治験の実施の有無及び契約件数 ○ ○
３０ クレジットカードによる料金の支払いの可否 ○ ○ ○ ○
３１ 先進医療の実施の有無及び内容 ○
２．提供サービスや医療連携体制に関する事項

(1)診療内容、提供保健・医療・介護サービス

３２ 専門医の種類及び人数 ○ ○ ○
３３ 保有する施設設備 ○
３４ 併設している介護施設 ○ ○
３５ 対応することができる疾患・治療の内容 対応可能な措置・疾患と治療件数 ○ ○ ○
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３６ 対応することができる短期滞在手術 ○ ○
３７ 専門外来の有無及び内容 ○ ○ ○
３８ 健康診断及び健康相談の実施 (1)健康診断の実施の有無及び内容 ○ ○ ○

(2)健康相談の実施の有無及び内容 ○ ○ ○
３９ 対応することができる予防接種 ○ ○
４０ 対応することができる在宅医療 ○ ○ ○
４１ 対応することができる介護サービス ○ ○
４２ セカンドオピニオンに関する状況 (1)セカンドオピニオンのための診療に関 ○ ○

する情報提供の有無

(2)セカンドオピニオンのための診察の有 ○ ○
無及び料金

４３ 地域医療連携体制 (1)医療連携体制に関する窓口の設置の ○
有無

(2)地域連携クリティカルパスの有無 ○ ○
４４ 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供す ○ ○

る者との連携に対する窓口設置の有無

４５ 家族付き添い室の有無 ○
４６ 妊産婦等に対する相談又は指導 ○
３．医療の実績・結果に関する事項

４７ 医療機関の人員配置 (1)医療従事者の人員数 ○ ○ ○ ○

(2)外来患者を担当する医療従事者の人 ○
員数

(3)入院患者を担当する医療従事者の人 ○
員数

４８ 看護師の配置状況 ○ ○
４９ 法令上の義務以外の医療安全対策 (1)医療安全についての相談窓口の設置 ○

の有無

(2)医療安全管理者の配置の有無及び専 ○
任又は兼任の別

(3)安全管理部門の設置の有無及び部門 ○
の構成員の職種

(4)医療事故情報収集等事業への参加の ○ ○
有無

５０ 法令上の義務以外の院内感染対策 (1)院内感染対策を行う者の配置の有無 ○
及び専任又は兼任の別

(2)院内感染対策部門の設置の有無及び ○
部門の構成員の職種

(3)院内における感染症の発生率に関する ○ ○
分析の実施の有無

５１ 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無 ○
５２ 診療情報管理体制 (1)オーダリングシステムの導入の有無及 ○

び導入状況

(2)ＩＣＤコードの利用の有無 ○
(3)電子カルテシステムの導入の有無 ○ ○
(4)診療録管理専任従事者の有無及び人 ○
数

５３ 情報開示に関する窓口の有無 ○ ○ ○
５４ 症例検討体制 (1)臨床病理検討会の有無 ○

(2)予後不良症例に関する院内検討体制 ○
の有無

５５ 治療結果情報 (1)死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平 ○ ○
均在院日数その他の治療結果に関する分析の

有無

(2)死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平 ○ ○
均在院日数その他の治療結果に関する分析結

果の提供の有無

５６ 患者数 (1)病床の種別ごとの患者数 ○ ○
(2)外来患者数 ○ ○ ○
(3)在宅患者数 ○ ○

５７ 平均在院日数 ○ ○
５８ 患者満足度の調査 (1)患者満足度の調査の実施の有無 ○ ○ ○

(2)患者満足度の調査結果の提供の有無 ○ ○ ○

(3)妊産婦満足度の調査 ○
５９ （財）日本医療機能評価機構による認定の有無 ○
６０ 分娩取扱数 ○



- 77 -

質の高い保健・医療・福祉サービス提供のための取組み 第1章 (第3節)

(薬局）

項 目 詳 細

１．管理、運営、サービスの関する事項

(1) 基本情報

１ 薬局の名称

２ 薬局開設者

３ 薬局の管理者

４ 薬局の所在地

５ 電話番号及びファクシミリ番号

６ 営業日

７ 営業時間

(2) 薬局へのアクセス

８ 薬局までの主な交通手段

９ 薬局の駐車場 （１）駐車場の有無

（２）駐車台数

（３）有料又は無料の別

１０ ホームページアドレス

１１ 電子メールアドレス

(3) 薬局サービス等

１２ 相談に対する対応の可否

１３ 対応することのできる外国語の種類

１４ 障害者に対する配慮

１５ 車椅子の利用者に対する配慮

１６ 受動喫煙を防止するための措置

(4) 費用負担

１７ 医療保険及び公費負担等の取扱い

１８ クレジットカードによる料金の支払いの可否

２．提供サービスや地域連携体制に関する事項

(1) 業務内容、提供サービス

１９ 認定薬剤師の種類及び人数

２０ 薬局の業務内容 （１）無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否

（２）一包化薬に係る調剤の実施の可否

（３）麻薬に係る調剤の実施の可否

（４）浸煎薬及び湯薬に係る調剤の可否

（５）薬局製剤実施の可否

（６）医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可

否

（７）薬剤服用歴管理の実施の有無

（８）薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否

２１ 地域医療連携体制 （１）医療連携の有無

（２）地域住民への啓発活動への参加の有無

(2) 実績、結果等に関する事項

２２ 薬局の薬剤師数

２３ 医療安全対策

２４ 情報開示の体制

２５ 症例を検討するための会議等の開催の有無

２６ 処方せんを応需した者の数（患者数）

２７ 患者満足度の調査 （１）患者満足度の調査の実施の有無

（２）患者満足度の調査結果の提供の有無
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２ 疾病事業ごとの各医療機能を担う医療機関の情報

【現状と課題】

患者・住民が医療機関を選択するにあたっては、症状に拘わらずかかりつけ医を受診したり、身近

な者から医療機関の評判を聞いたり、身近な地域の医療機関について診療科名を確認するなどにより

受診している状況にありますが、患者・住民が自分にあったサービスを自ら選択するためには、疾病

の種類や病態に合わせて必要な医療機能をどの医療機関と、その機能をどの医療機関が担っているの

か、簡単に把握できる手段があることが望まれます。

また、医療機関が他の医療機関に患者を紹介するにあたっても、同様に必要な医療機能をどの医療

機関が担っているのか簡単に把握できることが必要です。

さらに、疾病又は事業ごとの医療連携体制を構築するにあたっては、医療機関、消防機関及び介護

事業者など地域の医療関係者が互いに情報を共有することで信頼を醸成し、円滑な連携を推進するこ

とが必要です。

これまで、県では、「あおもり病院・診療所ネットガイド」により、個別医療機関の情報を提供し

てきましたが、今後は、さらに疾病又は事業ごとに病態などに応じて必要な医療機能とその機能を担

う医療機関がどこなのか、患者・住民や医療関係者に分かりやすく情報を提供することが必要です。

【目 標】

住民・患者、医療関係者が必要なときに必要な医療機関を把握できる環境づくりを進めます。

【施策の方向と主な施策】

（１）医療連携体制の構築に必要な医療機能を担う医療機関の把握

４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）及び５事業（救急医療、災害医療、周産期

医療、小児医療、へき地医療）等について、医療連携体制の構築に必要な医療機能を担う医療

機関の把握に努めます。（県、医療機関、医療関係団体）

（２）医療連携体制の構築に必要な医療機能を担う医療機関名の公表

① ４疾病及び５事業について、医療連携体制の構築に必要な各医療機能の担い手を公表すると

ともに、特定の医療機能区分にあっては、個別医療機関名を平成20年度中にホームページ等に

より公表します。（県）

② 公表する医療機関名が、常に実態に合うように少なくとも年に１度内容を更新します。

（県）

質の高い保健・医療・福祉サービス提供のための取組み 第1章 (第3節)
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【情報の活用方法】

４疾病５事業等の医療機能を担う医療機関として、公表する個別医療機関名の情報と、「医療

機能情報提供制度」（Ｐ73）に基づき公表する医療機能情報とを組み合わせることにより、より

効率的に必要な情報を把握することができます。

① 「第２章生活習慣病や救急医療等に係る保健医療体制の構築」の各節（疾病・事業）ごとに

保健医療体制の構築に必要な各医療機能区分について、目標、求められる役割、担い手等をわ

かりやすく「医療体制（表）」として掲載しています。

【各疾病・事業ごとの医療機能区分の公表頁】

疾 病 掲載頁 事 業 掲載頁

第１節 がん対策 Ｐ102 第５節 救急医療対策 Ｐ174

第２節 脳卒中対策 Ｐ120 第６節 災害医療対策 Ｐ188

第３節 急性心筋梗塞対策 Ｐ142 第７節 周産期医療対策 Ｐ210

第４節 糖尿病対策 Ｐ158 第８節 小児医療対策 Ｐ230

第９節 へき地医療対策 Ｐ242

② 例えば、「第２節 脳卒中対策」は次のとおりです。

第２節 「脳卒中対策の医療体制（表）」（省略形）

機 能 発症予防 応急手当・ 急性期 回復期 維持期

病院前救護

目 標

求められる役割

担い手

連携

考えられる対策

医療圏域

指標・目標

③ 「担い手」の欄には、医療機能を誰が担うのかを記載しています。

特に個別の医療機関名を掲載するものについては、ホームページ等により明示します。

なお、個別の医療機関名の明示にあたっては、圏域ごとに示すなど患者・住民にわかりや

すく示します。

④ 公表される医療機関については、「医療機能情報提供制度」（P73）により、さらに詳細な

情報を確認することができます。
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３ 保健・医療・福祉の情報提供

多様化している保健・医療・福祉ニーズに対応するためには、限られた保健・医療・福祉資源を効

率的に活用するとともに、県民及び保健・医療・福祉関係者がニーズにあったサービスを自ら選択す

るために必要な情報を入手し、利用できる体制を整備していくことが必要です。

(1)県民が活用できるよう提供している情報

県では、ホームページにより、保健・医療・福祉に関し、次のような情報を提供しています。

○「保健・医療・福祉ねっと ｉｎ あおもり」 (平成２０年１月現在の情報）

【全般情報】
提供情報名 主な情報の内容

○青森県保健・医療・福祉総 次の項目に分けて、保健医療福祉の相談窓口等を紹介しています。

合相談マニュアル 健康に関する相談など「保健医療」、妊娠・出産・育児に関する相談など「母子保健

・子育て」、介護保険に関する相談など「高齢者の保健・福祉」のほか、「障害者の保

健・福祉」、「社会保障」、「食品・生活衛生・環境」、「動物・ペット」、「人材・施設」

○小児救急ガイドブック「保存 子どもが、夜間や休日に病気になったとき、あわてずに対応できるよう小児の病気

版・大事なことだけ！こども や事故予防について記載した「大事なことだけ！こどもの応急手当・事故予防」の内

の応急手当・事故予防」 容を掲載しています。

また、子どもの死亡原因の第１位は、病気ではなく、事故であることから、「子ども

の事故予防教室」も掲載しています。

○青森県保健・医療・福祉統 本県における出生、死亡などの「基礎統計」、基本健康診査、がん検診などの「保

計データベース 健統計」、医療従事者、病院などの「医療統計」、高齢者一般、精神障害などの「福祉

統計」、老人福祉施設等、身体障害者施設などの「福祉施設統計」について、掲載し

ています。

○青森県の保健統計 「青森県人口動態統計の概況」（出生数(率）、死亡数(率）など）、「青森県保健統計

年報」（人口動態統計、医療統計、衛生行政報告例など）、「人口動態統計市町村別

合計特殊出生率」について掲載しています。

○青森県健康福祉関係施設 次の分野における本県の健康福祉関係施設について紹介しています。

名簿 「病院」、「社会福祉法人」、「医療従事者等要請施設」、「地域包括支援センター」、

「介護老人保健施設」、「老人福祉施設」「地域福祉センター」、「市町村保健センタ

ー」、「訪問看護ステーション」、「児童福祉施設」、「障害者自立支援法関連施設」、

「身体障害者福祉法関連施設」、「精神障害者社会復帰施設」、「障害福祉サービス事

業」、「障害者共同生活援助・共同生活介護事業」、「生活保護施設」

質の高い保健・医療・福祉サービス提供のための取組み 第1章 (第3節)
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【保 健】
提供情報名 主な情報の内容

○青森県結核・感染症情報ネ 感染症の発生動向や緊急情報、知っておきたい知識をはじめ、結核及び感染症に

ット 関する各種情報を掲載しています。（以下、情報の例）

○「お知らせ」、「緊急情報」 ○月報・週報・年報

・ インフルエンザ予防接種実施医療機関情報 ・ 結核発生動向調査 月報／年報

・ Ｃ型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ など ・ 感染症発生動向調査 週報／月報

※ 掲載内容は随時更新 など

○青森県小児がん等がん調 六ヶ所村に建設中の再処理施設の操業開始(平成20年2月予定)を控え、健康に対

査事業報告 する不安を持つ県民もいらっしゃること等を踏まえ、特に小児がんに関するデータに

ついて、再処理施設の操業開始前から継続的に収集・蓄積していくとともに、他のが

んデータと併せて分析・評価し、その結果を県民に公表していくことを目的として平成

１２年から実施している「青森県小児がん等がん調査事業報告」を掲載しています。

○青森県の食品衛生 国の定める「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」に基づき、地域の

実情に応じた計画として毎年度策定することとされた「食品衛生監視指導計画」につ

いて掲載しています。

また、食品の検査結果、食中毒発生状況などの情報を掲載しています。

【医 療】
提供情報名 主な情報の内容

○あおもり病院・診療所ネット 対象地域や診療科を入力することにより、該当する医療機関を検索し、その医療機

ガイド 関の情報を入手することができます。

また、予防接種、特殊専門外来、施設設備などのさまざまな条件からも医療機関を

検索することができます。

○休日夜間当番医一覧 選択した地区内の休日夜間急患センター及び休日夜間当番医を紹介しています。

○青森県の医療状況と自治 青森で医師として働きたいと思われる医師、医学生・医師を目指す方、一般県民の

体病院 方々に、県の施策、県内の医療状況及び自治体病院等の情報を提供しています。

○献血・臓器移植に御協力く 献血や臓器の提供は、県民の自発的な優しさと思いやりに支えられており、多くの

ださい 方々に、献血や臓器移植についての正しい知識を持ってもらえるよう情報を掲載して

います。

○青森県保健医療計画 本県の新たな将来像である、暮らしやすさではどこにも負けない地域づくりを目指

す「生活創造社会」の実現に向け、本県における保健医療提供体制の確保のための

基本方針として作成した「青森県保健医療計画」について掲載しています。

○県立病院改革プラン 県立病院の医療機能の見直しや経営基盤の強化等の抜本的な改革を着実に実行

することを目的に策定した「県立病院改革プラン」について掲載しています。

○青森県献血推進計画 献血確保に当たっての方針、献血目標・供給見込、献血推進のための対策などを

盛り込んだ「青森県献血推進計画」を掲載しています。

○産科医療体制の将来ビジョ 本県の産科医療体制における課題を明らかにし、課題解決に向けた基本方針と対

ン 策を定めた「産科医療体制の将来ビジョン」を掲載しています。
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【福 祉】
提供情報名 主な情報の内容

○介護保険のホームページ 介護保険制度とは何か、介護サービス計画（ケアプラン）の作成、介護サービス等

の種類、介護サービスの利用手続きなど「介護保険制度のポイント」を紹介するととも

に、相談窓口、サービス事業者関連情報、各種統計情報などを掲載しています。

○青森県バリアフリーマップ 地図や設備からバリアフリー施設の検索ができるとともに、適合症交付施設一覧に

よっても施設名を確認することができます。

○障害者自立支援法ホーム 障害者自立支援法に関連する、「自立支援法関係資料集」、「各種申請届出様

ページ 式」、「自立支援法関係通知等」、「自立支援法関係Ｑ＆Ａ」、「障害者自立支援給付

支払システム」、「指定障害福祉サービス事業所名簿」などの情報を掲載しています。

○のびのびすくすくホームペ 子育てを応援する様々な手当・制度、母子保健に関する各種制度、届出などのほ

ージ か、子育てや母子保健に関する情報を掲載しています。

○青森県ひとり親家庭等実態 本県における母子世帯、父子世帯、父母のない児童のいる世帯及び寡婦につい

調査結果報告書 て、平成１６年に実施した「青森県ひとり親家庭等実態調査」の結果報告書を掲載し

ています。

○青森県地域福祉支援計画 住民に最も身近な自治体である市町村や地域を構成する住民、様々な団体等が

協働してそれぞれの役割を果たしていくことができるよう、県が広域的な観点から支

援していく方向性とその方策を定めた「青森県地域福祉支援計画」について、掲載し

ています。

○青森県高齢社会対策大綱 県民一人ひとりが健康で生きがいをもって安心して暮らせるよう、相互に交流・協

力しあい、それぞれの分野でその役割を積極的に果たすことにより、社会全体で高齢

社会対策を推進していくための総合的な指針となる「青森県高齢社会対策大綱」につ

いて掲載しています。

○わくわくあおもり子育てプラ 県民の一人ひとりが安心と幸せを実感し、希望と喜びを持って子育てができるように、

ン 地域での支え合いを大切にしていくことを計画の基本理念とした「わくわくあおもり子

育てプラン」を掲載しています。

県のホームページでは、「保健・医療・福祉ねっと ｉｎ あおもり」以外にも保健・医療・福

祉に関するさまざまな情報を掲載しています。

（例）○青森県のがん医療・救急・災害医療・被ばく医療に関する情報ネット

○青森県看護職員需給見通し
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(2)保健・医療・福祉関係者間で活用している情報システム
保健・医療・福祉関係者間では、救急搬送を担う消防機関が各病院の診療科の空床の情報など

を確認するために活用する救急医療情報システムや、周産期医療を担う医療機関どうしが患者の

受入などのために活用する周産期医療情報システムなど、各種サービスを効率的・効果的に県民

に提供するため、情報システムを活用しています。

（主な情報システム）

○広域災害・救急医療情報システム

○周産期医療情報システム

○厚生労働省行政総合情報システム（ＷＩＳＨ）

○福祉保健医療情報ネットワーク（ＷＡＭ ＮＥＴ）

○感染症検査情報システム


